
 

 
 

政策会議付議事案書（令和３年５月２４日） 

提案課名 まちづくり計画課、都市整備課 

報告者名 佐藤 靖浩、中原 慎吾 

事案名 
（仮称）秦野中井インターチェンジ南土地区画整理事業区域内の厚木

秦野道路（国道２４６号バイパス）予定地の取扱いについて 

    有 

資料 

    無 

目
的
・
必
要
性 

現在、一部区間が事業中の厚木秦野道路（２４６号バイパス）が接続する東名高速道

路秦野中井インターチェンジ南側の西大竹地区では、中井町諏訪地区と併せて秦野中井

インターチェンジ南土地区画整理準備組合が平成３０年１２月８日に設立され、高規格

幹線道路等がもたらす交流機能・連携機能を活用した新たな産業集積を図るため、都市

的土地利用の実現を目指しています。 

土地区画整理事業の計画策定にあたり、将来、厚木秦野道路の事業区間に含まれる予

定の当該地について、土地区画整理事業の施行が、将来の道路事業時における支障とな

らないように、あらかじめ土地利用計画の整合を図る必要があります。 

経
過
・
検
討
結
果 

平成 ８年 ６月１１日  秦野都市計画道路１・４・１号厚木秦野道路（国道２４

６号バイパス）が都市計画決定される 

平成２６年 ３月３１日  厚木秦野道路の伊勢原西ＩＣ～秦野中井ＩＣの区間につ

いて、地域高規格道路の整備計画に指定される（事業化） 

平成２８年１１月 １日  第７回線引き見直し（神奈川県）が告示され、本市西大

竹地区が一般保留（新市街地ゾーン）として位置づけられ

る 

平成２９年 ７月１２日  厚木秦野道路事業予定者である横浜国道事務所と事前調

整を始める 

平成３０年１２月 ８日  秦野中井インターチェンジ南土地区画整理準備組合設立 

令和 ２年 ６月２８日  準備組合総会にて、土地利用計画（案）が決定される 

令和 ３年 ５月１３日  横浜国道事務所・川崎国道事務所との事前調整終了 

 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

 現在、厚木秦野道路の未事業化区間である当該地について、厚木秦野道路施工時の

支障とならないように、あらかじめ空地として本市が確保しておくこと。 

今
後
の
取
扱
い 

・厚木秦野道路事業予定者（横浜国道事務所・川崎国道事務所）へ協議書を提出 

・用地の確保について、手法の検討を行う 

 

議題 ○ 
議題１  



土地改良事業 

土地区画整理事業 

 土地利用計画図（案） 

中井町 

秦野市 

 

 

厚木秦野道路事業予定地 

（約２，２００ｍ2） 

東名高速道路から厚木秦野道路へ乗り換えの

ための新設オフランプ車線 

資 料 

※幅の単位はミリメートル。長さと高さの単位はメートル 



 

 

 

政策会議付議事案書（令和３年５月２４日） 

提案課名 財政課   戸籍住民課 

報告者名 小山田範人 鈴木美紀 

事案名  秦野市手数料条例の一部を改正することついて 資料 有 

目
的
・
必
要
性 

 個人番号カードの発行・運営体制の抜本的強化等を目的とした「デジタル社会の形

成を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立に伴い、「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が改正され、個人番号

カードは、地方公共団体情報システム機構（以下「Ｊ－ＬＩＳ」という。）が発行

し、発行に関する手数料の額を定め、徴収することができると規定されました。 

 このため、本市が個人番号カードの発行に関する手数料を徴収する者でなくなるこ

とから、秦野市手数料条例を改正するものです。 

なお、これにより、個人番号カードの発行に係る国からの補助金は、市町村を介さ

ずに直接、Ｊ－ＬＩＳが受け取る仕組みが構築されるため、市町村の補助金交付事務

が軽減されるものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

平成２８年 １月 １日  秦野市手数料条例の一部改正施行 

             個人番号カードの再交付に係る手数料を規定 

令和 元年１０月１７日  秦野市手数料条例の一部改正施行 

             令和３年３月３１日までの期間に限り、再交付手数料の 

            特例を規定 

令和 ３年 ４月 １日  秦野市手数料条例の一部改正施行（専決処分） 

再交付手数料の特例期間を令和５年３月３１日まで延長 

  〃   ５月１９日  「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関 

            する法律」公布（９月１日施行） 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

秦野市手数料条例の一部を改正し、個人番号カードの再交付手数料に関する規定を

削除すること。 

今
後
の
取
扱
い 

令和 ３年 ６月     令和３年６月市議会第２回定例会に条例改正議案を提出 

令和 ３年 ９月 １日  改正条例施行 

※ 条例施行後は、改正法に基づき、個人番号カードの発行主体が市町村からＪ－

ＬＩＳに移行しますが、発行に係る手数料の徴収事務は、市町村に委託される予

定のため、窓口での運用方法は、現行どおり変更はない見込みです。 

 

議題２ 



議案第  号  

 

   秦野市手数料条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市手数料条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和３年６月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

一部改正により、個人番号カードの発行に関する手数料は、地方公共団体情報

システム機構が定めることとされたことに伴い、その再交付手数料に関する規

定を削除するため、改正するものであります。 

資料１ 



 

 

秦野市条例第  号  

 

   秦野市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市手数料条例（平成１２年秦野市条例第４号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条ただし書中「別表第１第６項に定める個人番号カードの再交付手数料

についてはその再交付、同表第１２項」を「別表第１第１１項」に改める。 

 第５条第２項中「別表第１第１２項」を「別表第１第１１項」に改める。 

 附則第５項を削る。 

別表第１第６項を削り、同表第７項を同表第６項とし、同表第８項第１号ア

中「第９項」を「次項」に、「第１１項」を「第１０項」に改め、同項を同表

第７項とし、同表第９項第１号ア中「第１１項」を「第１０項」に改め、同項

を同表第８項とし、同表中第１０項から第１２項までを１項ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

 （秦野市行政手続に関する条例の一部改正） 

２ 秦野市行政手続に関する条例（平成８年秦野市条例第２２号）の一部を次

のように改正する。 

  第１７条第３項後段中「秦野市手数料条例（平成１２年秦野市条例第４

号）別表第１第１２項」を「秦野市手数料条例（平成１２年秦野市条例第４

号）別表第１第１１項」に改める。 

  第２４条第５項後段及び第３０条第２項中「秦野市手数料条例別表第１第

１２項」を「秦野市手数料条例別表第１第１１項」に改める。 

資料２ 



- 1 - 

 

議案第  号 秦野市手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （手数料の徴収）  （手数料の徴収） 

第３条 手数料は、その事務に係る申請等があったときに徴収す

るものとする。ただし、別表第１第１１項に定める証明、謄本

若しくは抄本又は写しの交付及び閲覧の手数料についてはその

交付又は閲覧の際に徴収するものとする。 

第３条 手数料は、その事務に係る申請等があったときに徴収す

るものとする。ただし、別表第１第６項に定める個人番号カー

ドの再交付手数料についてはその再交付、同表第１２項に定め

る証明、謄本若しくは抄本又は写しの交付及び閲覧の手数料に

ついてはその交付又は閲覧の際に徴収するものとする。 

 （証明の交付等）  （証明の交付等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 証明、謄本若しくは抄本又は写しの交付を郵便で請求する者

は、別表第１第１１項第１号及び第２号に定める手数料のほ 

か、その送付に係る郵便料を添えなければならない。 

２ 証明、謄本若しくは抄本又は写しの交付を郵便で請求する者

は、別表第１第１２項第１号及び第２号に定める手数料のほ 

か、その送付に係る郵便料を添えなければならない。 

   附 則    附 則 

１－４ （略） １－４ （略） 

  （個人番号カードの再交付手数料の特例） 

 ５ 別表第１第６項の規定にかかわらず、有効期間が満了する日

までの期間が３か月未満となった個人番号カードに係る再交付

手数料については、令和５年３月３１日までに再交付する場合

に限り、徴収しない。 

  

資料３ 
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別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

１－５ （略） １－５ （略） 

 ６ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）関係手数料 

 個人番号カードの再交付手数料（次に掲げる理由による再交

付を除く。） １枚につき ８００円 

  (1) 個人番号カードの追記欄の余白がなくなったこと。 

  (2) 個人番号又は住民票コードの変更により個人番号カードを

返納したこと。 

  (3) 国外転出により個人番号カードを返納したこと。 

  (4) 記載事項の変更（特別養子縁組による氏名の変更又は性別

の取扱いの変更の審判による性別の変更に限る。）により個

人番号カードを返納したこと。 

６ （略） ７ （略） 

７ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第

８７号。以下この項において「長期優良住宅法」という。）関

係手数料 

８ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第

８７号。以下この項において「長期優良住宅法」という。）関

係手数料 

 (1) 長期優良住宅建築等計画の認定手数料（長期優良住宅法第

６条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額をその住戸のうち同時に申請

を行う住戸の合計数（次号において「同時申請住戸数」とい

う。）で除して得た額（１００円未満の端数があるときは、

 (1) 長期優良住宅建築等計画の認定手数料（長期優良住宅法第

６条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる区

分に応じ、それぞれに定める額をその住戸のうち同時に申請

を行う住戸の合計数（次号において「同時申請住戸数」とい

う。）で除して得た額（１００円未満の端数があるときは、
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これを切り捨てた額。次号において同じ。）をその申請に係

る住戸１戸当たりの額として算出した額 

これを切り捨てた額。次号において同じ。）をその申請に係

る住戸１戸当たりの額として算出した額 

ア 長期優良住宅法第６条第１項各号に掲げる基準に適合し

ていることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に

規定する登録住宅性能評価機関（イ及び第３号、次項第１

号ア並びに第１０項第３号ア及び第７号アにおいて「評価

機関」という。）による審査を受けた場合 建築物の住戸

の総数に応じ、次に掲げる額 

  ア 長期優良住宅法第６条第１項各号に掲げる基準に適合し

ていることについて、あらかじめ住宅の品質確保の促進等

に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に

規定する登録住宅性能評価機関（イ及び第３号、第９項第

１号ア並びに第１１項第３号ア及び第７号アにおいて「評

価機関」という。）による審査を受けた場合 建築物の住

戸の総数に応じ、次に掲げる額 

   (ｱ)－(ﾂ) （略）    (ｱ)－(ﾂ) （略） 

  イ・ウ （略）   イ・ウ （略） 

 (2)－(6) （略）  (2)－(6) （略） 

８ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４

号。以下この項において「低炭素法」という。） 

関係手数料 

９ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４

号。以下この項において「低炭素法」という。）関係手数料 

 (1) 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（低炭素法第 

５４条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額 

 (1) 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料（低炭素法第 

５４条第２項の規定による申出をしない場合） 次に掲げる

区分に応じ、それぞれに定める額 

ア 低炭素法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることについて、あらかじめ建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。第１０項

において「建築物省エネ法」という。）第１５条第１項に

ア 低炭素法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることについて、あらかじめ建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。第１１項

において「建築物省エネ法」という。）第１５条第１項に
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規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（第１０

項第３号ア及び第７号アにおいて「判定機関」という。)

又は評価機関による審査を受けた場合 次に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額 

規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（第１１

項第３号ア及び第７号アにおいて「判定機関」という。)

又は評価機関による審査を受けた場合 次に掲げる区分に

応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 一戸建ての住宅（人の居住用以外の用途として使用す

る部分を有しないものに限る。以下この項及び第１０項

において同じ。）のとき。 １件につき４，９００円 

   (ｱ) 一戸建ての住宅（人の居住用以外の用途として使用す

る部分を有しないものに限る。以下この項及び第１１項

において同じ。）のとき。 １件につき４，９００円 

   (ｲ) 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下この項において同じ。）の住宅

部分（人の居住用の用途として使用する建築物の部分を

いう。以下この項及び第１０項において同じ。）のとき

（住宅部分のみの申請をする場合に限る。）。 次に掲

げる申請戸数（共同住宅等に係る計画について、同時に

認定申請をした住戸の数をいう。以下この項において同

じ。）の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｲ) 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下この項において同じ。）の住宅

部分（人の居住用の用途として使用する建築物の部分を

いう。以下この項及び第１１項において同じ。）のとき

（住宅部分のみの申請をする場合に限る。）。 次に掲

げる申請戸数（共同住宅等に係る計画について、同時に

認定申請をした住戸の数をいう。以下この項において同

じ。）の区分に応じ、それぞれに定める額 

    ａ－ｉ （略）     ａ－ｉ （略） 

   (ｳ) （略）    (ｳ) （略） 

  イ （略）   イ （略） 

(2)－(4) （略）  (2)－(4) （略） 

９－１１ （略） １０－１２ （略） 
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   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和３年９月１日から施行する。  

 （秦野市行政手続に関する条例の一部改正）  

２ 秦野市行政手続に関する条例（平成８年秦野市条例第２２

号）の一部を次のように改正する。 

 

  第１７条第３項後段中「秦野市手数料条例（平成１２年秦野

市条例第４号）別表第１第１２項」を「秦野市手数料条例（平

成１２年秦野市条例第４号）別表第１第１１項」に改める。 

 

  第２４条第５項後段及び第３０条第２項中「秦野市手数料条

例別表第１第１２項」を「秦野市手数料条例別表第１第１１

項」に改める。 
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事 務 連 絡  
令和３年４月 28 日  

 
各都道府県社会保障・税番号制度担当部長 
各指定都市社会保障・税番号制度担当部長 
 

総務省自治行政局住民制度課 
 

個人番号カードの再交付手数料を定める条例について 

 

 平素よりマイナンバー（社会保障・税番号）制度の推進及びマイナンバーカードの普及

促進に御協力頂き、厚く御礼申し上げます。 

 今般の第 204回国会に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律案」が提出されており、同法律案中の行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）の一部改正により、地方公共団体情報

システム機構がマイナンバーカードを発行するものとして明確化されることに伴い、マイ

ナンバーカードの発行に係る手数料の徴収の事務については同機構から市区町村長に委託

することができることとする規定が盛り込まれております（別添参照）。 

このため、「通知カード及び個人番号カードの再交付手数料の取扱いについて」（平成

27 年４月 17 日付け事務連絡）を踏まえ、マイナンバーカードの再交付手数料について条

例に定めのある団体におかれては、上記改正部分の施行期日（令和３年９月１日）以降は

当該条例の規定が不要となることが想定されますので、予めお知らせいたします。 

 各都道府県におかれては、この旨域内の指定都市を除く市町村（特別区を含む。）に周

知頂きますようお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項に基づく技

術的な助言であることを申し添えます。 

 

 

 

 

殿 

総務省自治行政局住民制度課 

担 当：小林 

 

総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室 

担 当：松本、渡辺、佐藤 

 

ＴＥＬ：03-5253-5517、03-5253-5366（直通） 

ＦＡＸ：03-5253-5592 

メール：juki@soumu.go.jp  

mailto:juki@soumu.go.jp
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参照条文 

 

○改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）（抄） 

 
（個人番号カードの発行等） 

第十六条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録され

ている者の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを発行するものとす

る。 
２ （略） 
 

（個人番号カードの発行に関する手数料） 
第十八条の二 機構は、第十六条の二第一項の規定による個人番号カードの発

行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。 
２ 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 
３ 機構は、第一項の手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することが

できる。 

別添 
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